
令和６年度交野市放課後児童会入会申請について

詳細は入会要領をご確認ください

申請に必要な書類

全員 該当者のみ

申請時提出物チェックシート

交野市放課後児童会入会申請書
（様式第１号）

就労証明書※ 又は 申告書（就

労以外の事由による証明欄）

口座情報報告書
新規入会の児童（継続入会の児童は５年
度の口座情報を引き継ぐため提出不要）

交野市放課後児童会会費等

減免申請書（様式第６号）

会費等減免制度の対象に該当する児童
（減免制度は入会要領P.4を参照）

配慮が必要な児童について

（保護者書き取りシート）

児童会での集団生活において、配慮が必
要な児童

食物アレルギーに関する調査票 食物アレルギーがある児童

※ きょうだいが６年度に認定こども園等に在園予定の場合は、６年度児童会入会申請における就労証明書
の提出を省略できる場合があります。詳細は裏面の中段をご確認ください。

申請受付期間・申請方法

青少年育成課
に提出

児童会
に提出

オンライン
で提出

新規入会

継続入会

受付時間
（上記受付期間中）

・平日 ：9:30-20:00
・1/6(土)：9:30-12:00
・1/7(日)：9:30-12:00

・平日 ：13:00-18:30
・1/6(土)：8:30  -18:30
・1/7(日)：受付なし

曜日に関わらず、

２４時間受付可能

必要書類は以下のとおりです。新規、継続に関わらず、６年度の入会希望者は全員申請が必要です。

申請の受付期間は以下のとおりです。また、６年度から新たにオンラインでの申請ができるように
なります。ご自身に合った方法で申請してください。

※ 1/6(土)の児童会受付は、土曜日開会の児童会のみです ※1/8(祝)はオンライン受付のみです

受
付

期
間

申
請
方
法

令和６年１月５日 ー 令和６年１月１２日金 金

令和５年１２月

オンライン
申請フォーム

NEW

書類作成
ｵﾝﾗｲﾝ申請
解説動画

・入会要領
・申請書類
様式等



就労証明書の様式変更
証明書を作成する事業者側の負担軽減のため、６年度から就労証明書の様式を、市の独自様式から
国作成の標準様式に変更します。この変更に伴い、入会要件の確認書類について、就労の要件の場
合は「就労証明書」を、就労以外の要件の場合は「申告書」をご提出ください。

入会要件の確認書類

令和５年度 令和６年度

就労

就労証明及び申告書
（市様式）

就労以外 就労

就労証明書（国様式）

就労以外

認定こども園等にきょうだいがいる場合の就労証明書の省略

就労証明及び申告書
（市様式）

申告書（市様式）

６年度に認定こども園等に在園するきょうだいがいる場合、児童会の申請と認定こども園等の現況届等
の手続きのため、本来は短期間に就労証明書を２度取得していただく必要があります。しかし、本市で
は保護者負担軽減のため、認定こども園等の手続きで、保護者がこども園課に提出する就労証明書を、
青少年育成課が確認することで、児童会の申請における就労証明書の省略を可能としています。

就労証明書の提出が省略できるのは、児童会の申請のみです

省略できない 省略できる

児童会入会申請

〈青少年育成課〉

〈申請者〉

就労証明書
を提出

現況届
入園内定

〈こども園課〉

就労証明書

省略を希望

1月 2-3月

児童会の申請で証明書を提出し、その後、こども園課の
認定こども園等に係る現況届等の手続きで証明書の提出
を省略することは不可（青少年育成課に提出した証明書の証
明日がR6.1月以降の場合は、省略が認められる場合があります。
詳細はこども園課にご確認ください）

提供不可

児童会入会申請

〈青少年育成課〉

〈申請者〉

就労証明書
を提出

現況届
入園内定

〈こども園課〉

就労証明書

省略を希望

1月 2-3月

提供可

今後のスケジュール

１/５-１/１２ ２月末ー３/22 ３月 ４/１２月末頃 ３月 ２月末ー３/22４/１

入会説明会 児童会入会申請書類の受付 入会可否を市から通知

〈入会決定の場合のみ〉 〈入会決定の場合のみ〉

以下のとおり予定しています。入会の可否は２月末頃に書面で通知します。

・新規入会者のみが対象
・日程等の詳細は２月末
の入会可否の通知に同封

〈問い合わせ〉交野市教育委員会青少年育成課 TEL：072-892-7721（ガイダンス２） MAIL：ikusei@city.katano.osaka.jp

こども園課の認定こども園等に係る現況届等の手続き
で、こども園課に就労証明書を提出する予定がある場
合は、児童会の入会申請では、就労証明書の提出の省
略が可能（こども園課に提出があった就労証明書を青少年育
成課が確認します）


